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平成 年 月 日（火）

号外第 号

17 29

58

３

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

（公文書開示請求書）

第 条 略

略

公文書開示請求書 、鳥取県総務部県民室、中部総

合事務所県民局、西部総合事務所県民局、日野総合事

務所県民局又 八頭県民局 経由 提出

。

（開示 実施等）

第 条 略

略

条例第 条第 項 議長 定 方法 、次 表

左欄 掲 電磁的記録 種別 応 、 同表

右欄 定 方法 。

電磁的記録 種別 開示 方法

、光 （ＣＤ

Ｒ）若 光磁気

（ＭＯ） 記録

、又 記録 得

用紙 出力 閲覧若

交付又

、光 （ＣＤ

Ｒ）若 光磁気

（ＭＯ） 複写 交

付

（公文書開示請求書）

第 条 略

略

公文書開示請求書 、鳥取県総務部県民室、中部総

合事務所県民局、西部総合事務所県民局又 日野総合

事務所県民局 経由 提出 。

（開示 実施等）

第 条 略

略

条例第 条第 項 議長 定 方法 、次 表

左欄 掲 電磁的記録 種別 応 、 同表

右欄 定 方法 。

電磁的記録 種別 開示 方法

記録 、又 記

録 得

用紙 出力 閲覧若

交付又

複写 交

付
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鳥取県議会議長 前 田 宏
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略

略

別表（第 条関係）

区 分 金 額

公文書
写
他

物品
作成
要
費用

文書、図画若
写真 複写

又 電
磁的記録 出力

用紙

略

多色刷
場合

枚 円

略

印画 枚 円

複写 枚 円

電磁的記録 複写 枚 円

電磁的記録 複写 光
（ＣＤ Ｒ）

枚 円

電磁的記録 複写 光
磁気 （ＭＯ）

枚 円

電磁的記録 複写 録
音 ー

巻 円

電磁的記録 複写
ー

巻 円

略

備考 略

様式第 号（第 条関係）

公文書部分開示決定通知書

略

（教示）

決定 不服 場合 、行政不服審

査法（昭和 年法律第 号） 規定 、

決定 知 日 翌日 起算

日以内 、議長 対 異議申立

。 、 決定 日 翌日 起算

年 経過 、 決定 異議申立

。

決定 取消 求 訴 、 決定

知 日（ 決定 議長 異議申

立 場合 、 異議申立 対 決定

知 日） 翌日 起算 月以

略

略

別表（第 条関係）

区 分 金 額

公文書
写
他

物品
作成
要
費用

文書、図画若
写真 複写

又 電
磁的記録 出力

用紙

略

多色刷
場合

枚 円

略

印画 枚 円

複写 枚 円

電磁的記録 複写 枚 円

電磁的記録 複写 録
音 ー

巻 円

電磁的記録 複写
ー

巻 円

略

備考 略

様式第 号（第 条関係）

公文書部分開示決定通知書

略

（教示）

決定 不服 場合 、行政不服審査

法（昭和 年法律第 号） 規定 、 決定

知 日 翌日 起算 日以内

、議長 対 異議申立 。
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内 、鳥取県 被告 （訴訟 、議長

鳥取県 代表 。）、鳥取地方裁判所 提起

。 、 決定 日（ 決

定 議長 異議申立 場合 、 異

議申立 対 決定 日） 翌日 起算

年 経過 、 決定 取消 求 訴

提起 。

様式第 号（第 条関係）

公文書非開示決定通知書

略

（教示）

決定 不服 場合 、行政不服審

査法（昭和 年法律第 号） 規定 、

決定 知 日 翌日 起算

日以内 、議長 対 異議申立

。 、 決定 日 翌日 起算

年 経過 、 決定 異議申立

。

決定 取消 求 訴 、 決定

知 日（ 決定 議長 異議申

立 場合 、 異議申立 対 決定

知 日） 翌日 起算 月以

内 、鳥取県 被告 （訴訟 、議長

鳥取県 代表 。）、鳥取地方裁判所 提起

。 、 決定 日（ 決

定 議長 異議申立 場合 、 異

議申立 対 決定 日） 翌日 起算

年 経過 、 決定 取消 求 訴

提起 。

様式第 号（第 条関係）

公文書開示請求拒否決定通知書

略

（教示）

決定 不服 場合 、行政不服審

査法（昭和 年法律第 号） 規定 、

決定 知 日 翌日 起算

日以内 、議長 対 異議申立

。 、 決定 日 翌日 起算

年 経過 、 決定 異議申立

様式第 号（第 条関係）

公文書非開示決定通知書

略

（教示）

決定 不服 場合 、行政不服審査

法（昭和 年法律第 号） 規定 、 決定

知 日 翌日 起算 日以内

、議長 対 異議申立 。

様式第 号（第 条関係）

公文書開示請求拒否決定通知書

略

（教示）

決定 不服 場合 、行政不服審査

法（昭和 年法律第 号） 規定 、 決定

知 日 翌日 起算 日以内

、議長 対 異議申立 。
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てをすることができなくなります

この の しを める えは この があっ

たことを った この について に

てをした は その てに する が

あったことを った の から して

に を として においては

が を します に す

ることができます ただし この の この

について に てをした は その

てに する の の から して

を したときは この の しを める

えを することができなくなります

この について がある は

の により この

があったことを った の から して

に に して てをすることがで

きます ただし この の の から して

を したときは この について

てをすることができなくなります

この の しを める えは この があっ

たことを った この について に

てをした は その てに する が

あったことを った の から して

に を として においては

が を します に す

ることができます ただし この の この

について に てをした は その

てに する の の から して

を したときは この の しを める

えを することができなくなります

この について がある は

の により この

があったことを った の から して

に に して てをすることができます

。

決定 取消 求 訴 、 決定

知 日（ 決定 議長 異議申

立 場合 、 異議申立 対 決定

知 日） 翌日 起算 月以

内 、鳥取県 被告 （訴訟 、議長

鳥取県 代表 。）、鳥取地方裁判所 提起

。 、 決定 日（ 決

定 議長 異議申立 場合 、 異

議申立 対 決定 日） 翌日 起算

年 経過 、 決定 取消 求 訴

提起 。

様式第 号（第 条関係）

公文書不存在決定通知書

略

（教示）

決定 不服 場合 、行政不服審

査法（昭和 年法律第 号） 規定 、

決定 知 日 翌日 起算

日以内 、議長 対 異議申立

。 、 決定 日 翌日 起算

年 経過 、 決定 異議申立

。

決定 取消 求 訴 、 決定

知 日（ 決定 議長 異議申

立 場合 、 異議申立 対 決定

知 日） 翌日 起算 月以

内 、鳥取県 被告 （訴訟 、議長

鳥取県 代表 。）、鳥取地方裁判所 提起

。 、 決定 日（ 決

定 議長 異議申立 場合 、 異

議申立 対 決定 日） 翌日 起算

年 経過 、 決定 取消 求 訴

提起 。

様式第 号（第 条関係）

公文書不存在決定通知書

略

（教示）

決定 不服 場合 、行政不服審査

法（昭和 年法律第 号） 規定 、 決定

知 日 翌日 起算 日以内

、議長 対 異議申立 。
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附 則

告示 、平成 年 月 日 施行 。

鳥取県政務調査費交付条例施行規程（平成 年鳥取県議会告示第 号） 一部 次 改正 。

平成 年 月 日

鳥取県議会議長 前 田 宏
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改 正 後 改 正 前

（収支報告書 閲覧等）

第 条 略

～ 略

前項第 号 申込書 、鳥取県総務部県民室、中部

総合事務所県民局、西部総合事務所県民局、日野総合

事務所県民局又 八頭県民局 経由 提出

。

略

（収支報告書 閲覧等）

第 条 略

～ 略

前項第 号 申込書 、鳥取県総務部県民室、中部

総合事務所県民局、西部総合事務所県民局又 日野総

合事務所県民局 経由 提出 。
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次 表 改正前 欄 掲 規定 同表 改正後 欄 掲 規定 、下線 示 改正 。

附 則

告示 、平成 年 月 日 施行 。

の の の に げる を の の に げる に で すとおり する

この は から する17 ４ １
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